
コンプライアンスに関する主な規程について（２）
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【検討の視点】
○ みなし公務員規定等が適用される独立行政法人については、国家公務員倫理法第４２条により、所管大臣

等の監督の下、国の施策に準じて、倫理の保持のため必要な施策を講じることとされている。これを踏まえて、
倫理規程を整備。
※ 社会保障審議会年金部会「GPIF改革にかかる議論の整理」平成28年2月8日では、委員の意見として、「経営委員を含めた

役員の利益相反については、しっかりと防止していくことが当然であり、少なくとも公務員並みの措置が制度上担保される必
要」との記述。

【論点】
公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないよう、以下の論点（1～4）が考え

られる
１ 利害関係者の範囲をどのように考えるか（倫理規程関係）
⇒ 当法人が契約関係等にある事業者のみとするか、その親会社等を含めるか

２ 利害関係者との間で禁止される行為から除外される私的な関係（倫理規程関係）
⇒ 国家公務員準拠とするか、独自の解釈を行うか

３ 当法人の役職員につく前に取得した株式などの取引などを例外とする必要性（金融商品の取引
等に関する規程）

⇒ 当該規程は不要とし、規程改正するか、現状のままとするか

４ コンプライアンスについての照会窓口の明確化（倫理規程等関係）
⇒ コンプライアンスについての照会窓口を明確化するために、役職員の規律を定めるものにつ

いては、コンプライアンスオフィサーを補佐する企画部企画課が所掌することとしてはどう
か（倫理規程及び金融商品の取引等に関する規程の改正）

論点

（審議事項）



○ 国家公務員倫理規程（4条）により、禁止規程から除外される私的利害関係者の要件

私的な関係（職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。）がある者であって、利害関係者に該当
するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうと
する行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる
場合に限る。

【適用除外となる事例（国家公務員倫理審査委員会への照会に基づく。）】
親族、学生時代の友人、以前勤務していた会社の同僚、仲人をしてもらったかつての上司等。
ただし、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限る。

別紙参照
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○ 当法人における利害関係者とは、職務として携わる事務の相手方のうち、契約を締結している事業者、契
約の申込みをしている事業者、契約の申込 みをしようとしていることが明らかな事業者等をいう（倫理規定第
３条３項）。例えば、既に契約している運用受託機関等のほか、マネジャーエントリーに登録している運用受託
機関などが対象。

２．利害関係者との間で禁止される行為から除外される私的な関係（倫理規程関係）

１．利害関係者の範囲をどのように考えるか（倫理規程関係）

○ 上記の利害関係者の範囲として、事業者単体のみならず、当該事業者の親会社等について含めるか。例え
ば、既に契約している運用受託機関の親会社を利害関係者とするか。



３．当法人の役職員に就く前に取得した株式等の取引等を例外とする必要性（金融商品の取引等に関する規程）

【規制内容と例外】
①自己又は他人の名義をもって株式等（＊）の取引等を行うことを禁止。

＊株式等

②投資信託受益証券等（投資対象に株式が含まれているもの）の短期的な売買（取得又は処分
後１年以内に同銘柄の投資信託を処分又は取得すること）を禁止。

上記①及び②については、次の事由がある場合には審査委員会の承認を受けることで取引等が
可能となる。

・租税公課の支払への充当
・当法人の役職員に就く前に締結された契約の履行
・企業合併による株式交換等の取引
・当法人の役職員に就く前に取得した株式等又は投資信託受益証券の処分
・上記に準ずるやむを得ない事情がある場合

・株式（株券、新株予約証券又は新株予約権付社債券をいい、個別銘柄を指
定して取引等を行うもの）
・私募ファンド
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コンプライアンスについての照会窓口の明確化をとのご意見を踏まえ、以下のとおり規程を改正し、照会窓口
の一本化を図ってはどうか。

○改正する規程及び改正内容
「倫理規程」

「金融商品の取引等に関する規程」

○窓口の明確化
・コンプライアンスオフィサー（管理運用法人の役員、参与及び職員に対する法令遵守等の周知にかかる事務
をつかさどるほか、別に定める事務に当たる）、コンプライアンスオフィサー補佐官（コンプライアンスオフィサー
の命を受けてコンプライアンス全般をつかさどる）が倫理規程等関係を担当。

４．コンプライアンスについての照会窓口の明確化

現在 改正案

倫理監督者 理事長 理事長

倫理管理者 総務部長 コンプライアンスオフィサー

現在 改正案

審査委員会委員長 総務部長 コンプライアンスオフィサー

審査委員会委員 企画部長、市場運用部長、
監査室長、総務課長

総務部長、企画部長、市場運用部長、監査室長、コン
プライアンスオフィサー補佐官

審査委員会庶務 総務部総務課 企画部企画課
















